
平成２４年度平塚市中小企業融資制度改正内容（新旧対照表） 

変更項目 旧 新

１　対象業種 要綱別表に定める業種（９５４業種） 信用保証の対象業種（１，１６２業種）

【運転資金】　1,000万円 【運転資金】　3,000万円

【設備資金】　1,000万円 【設備資金】　5,000万円

【運転資金】　２．３％　６年以内 【運転資金】　２．２％　７年以内

【設備資金】　２．３％　６年以内 【設備資金】　２．３％　１０年以内

【経済変動】　１．９％　７年以内 【経営サポート（旧経済変動）】　１．７％　７年以内

振興資金（設備資金） 振興資金（設備資金）

生産性・品質向上資金

環境対策資金

セーフティネット保証資金（別紙参照）

地球温暖化対策資金（別紙参照）

６　資金名称変更 経済変動特別資金 経営サポート資金

７　限度額取扱 融資実行額 残高

８　保証人取扱 一部資金を除き、１人の連帯保証人 法人の代表者を除き原則不要

９　利子補給補助内容 別紙参照 別紙参照

１０　資金対象（経営サポート資金）
最近３ヶ月の平均売上高が、前年同期の平均
売上高に比較して３％以上減少したもの

最近３ヶ月の売上高の合計が、前年同期の平
均売上高に比較して５％以上減少したもの

1１　緊急支援特別補助制度（１％補助） Ｈ２４年３月３１日融資実行分まで対象 廃止

上記資金へ統合

２　限度額引き上げ

３　利率・返済期間

４　資金統合

５　資金新設

  



 

ア セーフティネット保証資金 

経済産業大臣が指定する業種を営み、国の定める基準を満たしていることについて市町村長から認定を

受けた中小企業者に対し、経営安定資金供給のため別枠資金を設ける。 

融 資 対 象 者 
中小企業信用保険法第２条第４項に該当し、市長の認定を受けた 

中小企業者 

資 金 使 途 運転資金 

融 資 限 度 ５，０００万円 

融 資 期 間 １０年以内 

利 率 1.７％以内  

返 済 方 法 割賦返済（据置期間１２月以内） 

保 証 人 法人の代表者を除き原則不要 

担 保 必要に応じて徴する。 

信 用 保 証 セーフティネット保証を付ける。 

 
イ 地球温暖化対策資金 

現在、事業活動において、地球環境への負荷軽減が求められている。 

   このことから、地球環境への負荷軽減を図るとともに事業コスト軽減に向けた設備導入への資金を新設 
する。対象としては企業立地等促進事業における環境設備助成対象施設、EV 車及び自家用急速充電器 
等とする 

融 資 対 象 者 商工業を営む中小企業者 

資 金 使 途 設備資金 （市が定めた機械等の購入のための資金） 

融 資 限 度 ５，０００万円 

融 資 期 間 １０年以内 

利 率 ２.３％以内  

返 済 方 法 割賦返済（据置期間１２月以内） 

保 証 人 法人の代表を除き原則不要 

担 保 必要に応じて徴する。 

信 用 保 証 必要に応じて付ける 

 

利子補給内容見直し 

資金面 既存 新 

振興資金（設備資金） 無※ 1/2 ２年間 

経済変動 
経営サポート 1/2 ２年間 1/2 ２年間 

SN保証 無 1/2 ２年間 

温暖化対策 無 2/3 ２年間 

 

※既存の「生産性・品質向上資金」「環境対策資金」では利子補給率 1/2  期間２年間の利子補給を実施。 


